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○原案を一部修正し、上部会議に付議する。
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総合計画との関連

事業効果 喫緊の課題である衛生研究所再整備について事業の進捗が促される。
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年度

案 件 名 旧相模原総合高等学校跡地の活用について

所　　　管
局
区

部 課 担当者 内線

事案概要

・旧相模原総合高等学校の跡地（約４．５ｈａ）については、先行して約１ｈａを「（仮称）北部学校給食センター用地」として神奈川県から取得した。
・神奈川県による校舎等の解体後に取得する残る約３．５ｈａについて、跡地活用方針を策定することとした。（R7.1未利用資産活用・調整会議）
・土地の大半を「①：将来の公用・公共利用予定エリア」、残る土地を「②：公共施設早期整備検討エリア」と位置付け、令和６年度に地域に対して、
①：庁内検討を進めていく　②：R7年度より具体的事業について地域対話を行っていく　旨説明済である。
・一方で、衛生研究所再整備基本構想の策定検討が進んでおり、構想において「可能な限り早期に、再整備が可能な公共用地であることを優先とした
候補地の一つ」として旧相模原総合高等学校の跡地が位置付けられる予定である。

審議事項

「公共施設早期整備検討エリア」を
・衛生研究所再整備候補地の一つとして位置付けること
・衛生研究所の整備用地として決定した後は、跡地活用方針の対象外とすること

庁議で決定
したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

【

★

○「調整会議」、「決定会議」、「戦略会議」の別及び「審議日」をプルダウンから選択してください。

○

○

○

○事業効果

○効果測定指標（定量面、定性面）

○施策番号

○事業効果年度目標

○事業スケジュール／事業経費・財源／必要人工庁内

調整

「公共施設早期整備

検討エリア」について

市民対話

「将来の公用・公共利用予定エリア」の

「跡地活用方針」策定に向けた

庁内調整及び市民対話
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備　　考

資料のカラーユニバーサルデザイン確認済み。

事前調整、検討経過等

調整部局名等 調整内容・結果

未利用資産活用・調整会議（部課長級） 審議事項について調整済（書面開催）

主な関連所属：学校給食課、衛生研究所、大沢まちづくりセンター

報道への情報提供

パブリックコメント 時期 議会への情報提供

日程等
調整事項

条例等の調整 議会提案時期

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

必要な人工 C=A-B 0 0 0 0 0 0 0

局内で捻出する人工※ B

R1１ R１２ R1３

実施に係る人工 A

項目 R７ R８ R９ R１０

捻出する財源概要

税源涵養
（事業の税収効果）

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

0 0 0

元利償還金（交付税措置分を除く）

一般財源拠出見込額 0 0 0 0

捻出する財源※２

うち任意分

一般財源 0 0 0 0 0

その他

0 0

特
財

地方債

国、県支出金

うち任意分

事業費（　　　　　費）

〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R７ R８ R９ R１０ R１１ R1２ R1３

○事業経費・財源

○必要人工
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（庁議結果）

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） Ｒ7.5.8 （庁議種類） 調整会議

原案のとおり上部会議に付議する。ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

【審議事項について】
〇（総務法制課長）公共施設早期整備検討エリアについて、衛生研究所再整備候補地として位置づけた場合、それ以外の利用希
望は対象外にするという認識でよいか。
→（アセットマネジメント推進課長）先日開催された未利用資産活用・調整会議において、もっとも検討が進んでいたのが衛生研
究所の再整備である。他にも利用希望はあがっているが、検討の深度化が進んでいない状況である。そのため、他の利用希望に
ついては、将来の公用・公共利用予定エリアで取り扱っていく考えである。
〇（マーケティング課総括副主幹）衛生研究所再整備候補地として位置づけることは理解できるが、決定した後に跡地活用方針
の対象外とすることが進め方として、他責的に見受けられる。今後、衛生研究所が地域と対話するのであれば、候補地として位
置づけた時点で対象外とした方がわかりやすいのではないか。
→（アセットマネジメント推進課長）令和７年２月に地域説明を行った際、公共施設早期整備検討エリアも含めて跡地活用方針に
ついて検討する旨を伝えている。ご意見のとおり、この時点で跡地活用方針の対象外とすることも考えたが、対象外とした後で
衛生研究所が他の場所に決定した場合、このエリアが浮いた状態となり、地域等への説明もわかりづらくなる。そのため、今年
度中に候補地が定まる見込みであることから、決定した後に対象外とする考えである。
→（マーケティング課総括副主幹）学校給食センターのように、強い意志で事業を進めた方が良いと考え意見させていただい
た。衛生研究所がこれからどのように地域説明を行っていくのか、姿勢にもよるものだと考える。
→（アセットマネジメント推進課長）衛生研究所再整備基本構想（案）では、他の候補地も含め横並びとなっており、優劣があるわ
けではない。現時点で跡地活用方針の対象外とした場合、恣意的に選択したと捉われかねないと考える。

【跡地活用方針の策定について】
〇（政策課長）説明資料４ページの跡地活用方針の策定について、「衛生研究所再整備用地として決定」と記載されているが、決
定したように捉えられるため表現を修正いただきたい。
→（アセットマネジメント推進課長）資料を修正する。

【衛生研究所整備候補地から整備用地として決定した場合の進め方（イメージ）について】
〇（マーケティング課総括副主幹）説明資料５ページの衛生研究所整備候補地から整備用地として決定した場合の進め方（イ
メージ）について、「県から土地取得」が将来の公用・公共利用予定エリアのみに記載されているが、公共施設早期整備検討エリ
アにも記載が必要ではないか。
→（アセットマネジメント推進課長）資料を修正する。
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旧相模原総合高等学校跡地の活用について

アセットマネジメント推進課
学校給食課
衛生研究所

1

R７.５.15 決定会議



• 旧相模原総合高等学校の跡地（約４．５ｈａ）については、

先行して約１ｈａを「（仮称）北部学校給食センター用地」として神奈川県から取得した。

• 神奈川県による校舎等の解体後に取得する残る約３．５ｈａについて、跡地活用方針

を策定することとした。（R7.1未利用資産活用・調整会議）

• 土地の大半を「①：将来の公用・公共利用予定エリア」、

残る土地を「②：公共施設早期整備検討エリア」と位置付け、

令和6年度に地域に対して、

①：庁内検討を進めていく

②：Ｒ７年度より具体的事業について地域対話を行っていく

旨説明済である。

• 一方で、衛生研究所再整備基本構想の策定検討が進んでおり、

構想において「可能な限り早期に、再整備が可能な公共用地であることを優先とした

候補地の一つ」として旧相模原総合高等学校の跡地が位置付けられる予定である。

2

１ 事案概要

①

②



衛生研究所の再整備が喫緊の課題であることに鑑み、早期再整備に向けた地域対話の機会

を多く設けることができることから、

「公共施設早期整備検討エリア」を
・衛生研究所再整備候補地の一つとして位置付けること

・衛生研究所の整備用地として決定した後は、跡地活用方針の対象外とすること

3

２ 審議事項

【活用方針の対象】
将来の公用・公共利用予定エリア
公共施設早期整備検討エリア

【活用方針の対象】
将来の公用・公共利用予定エリア



跡地活用方針の対象外
とする。

4

３ 跡地活用方針の策定について

公共施設早期整備検討エリア

地域対話の内容を踏まえ跡地活
用方針を作成する。

将来の公用・公共利用予定エリア

学校跡地への再整備を前提
とした地域対話の機会を多く

設けることができる。

衛生研究所再整備候補地の
一つとして位置付け

衛生研究所再整備用地と
決定した場合



R９以降R８R７

将来の
公用・公共利用
予定エリア

・・
活
用
方
針
の
策
定

公共施設
早期整備
検討エリア
（衛生研究所
再整備用地）

基
本
計
画
策
定

地域対話

基
本
構
想
策
定

設計・整備

整備検討

地域対話

暫定活用 整備検討

設計・整備

活
用
方
針
の
見
直
し

活
用
方
針
の
見
直
し地域対話

４ 衛生研究所整備候補地から整備用地として決定した場合の進め方（イメージ）

年度

5

これまでは、跡地全体について活用方針を策定する予定であったが、衛生研究所再整備用地として決定した場合は

「将来の公用・公共利用予定エリア」を対象に活用方針を策定する。

事業化に向けた検討

地域対話

県
か
ら
土
地
取
得



第５回 決定会議 議事録                     （様式４） 

 

○開催日 ：令和７年５月１５日 

○開催場所：第１特別会議室 

 

○案件名：旧相模原総合高等学校跡地の活用について 

 

○担当課：財政局 財政部 アセットマネジメント推進課、 

     教育局 教育環境部 学校給食課、 

     健康福祉局 保健衛生部 衛生研究所 

 

○出席者 ■：出席 □：欠席 (代）：代理出席 

 

（庁議構成員） 

■市長公室長 ■総務局長 ■財政局長 ■政策部長 ■シビックプライド担当部長 

■財政部長 ■緑区副区長 ■中央区副区長 ■南区副区長 ■政策課長 

■総務法制課長 ■財政課長 

 

（担当課） 

■財政部長 ■財政課長 ■アセットマネジメント推進課長 

■学校給食課長 ■健康福祉総務課長 ■衛生研究所長 

 

 
 

（１）主な意見等 

〇( 市長公室長) 衛生研究所再整備について、こ の場所を 候補地と し て整備するのか、それと も

整備し ないのか。  

→( 衛生研究所長) 現在は検討する候補地の１ つであり 、 他の候補地も 含めて検討し ていく 。  

→( 市長公室長) 調整会議の議論の中で「 今年度中に候補地が定まる見込みである」 と アセッ ト

マネジメ ント 推進課長が発言し ているが、 そのよう な理解でいいか。  

→( 健康福祉総務課長) 今年度中に整備用地を 決定する考えである。  

→( 市長公室長) 地域へ説明し た後に候補地を 決めていく と いう こ と だが、他の候補地でも 地域

説明は実施するのか。  

→( 健康福祉総務課長) 実施については、 現在、 調整中である。  

→( 衛生研究所長) 中央区については、市役所本庁舎周辺の在り 方検討の進捗状況によるも のと

考えるが、 現在の進捗状況から 説明は難し いと 考える。  

→( 市長公室長) 実施し ないのであれば、 候補地になら ないのではないか。  

→( 健康福祉総務課長) 衛生研究所再整備基本構想の策定検討を 進めていた中で、候補地を１ つ

に定めるこ と に対し て意見があっ たため、 現在は３ か所と し ている。  

→( 市長公室長) 候補地が３ か所ある中で、 地域説明は１ か所だけではないか。  

→( 健康福祉総務課長) 最終的な整備用地の決め方については、 今後、 検討し ていく 。 また、 他

の候補地への地域説明についても 関係機関と 相談さ せていただく 。  

→( 財政局長) 他の候補地はどこ であっ たか。  

→( 健康福祉総務課長) 市体育館跡地と 本庁倉庫敷地である。  

→( 財政局長) 地域説明を実施し なければ、整備用地を 決定するための理由が説明でき ないので

はないか。 地域説明を 実施し た中で、 結果と し てどのよう になるかわかなら いが、 先程の

説明では、 実施し ないよう に聞こ えてし まう 。 実施時期や実施方法を 具体的に示せない部

分はあるかも し れないが、 各候補地への地域説明を 前提と し ないと 、 こ のままでは、 整備

用地を判断する材料が不十分であると 考える。  
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→( 中央区副区長) 衛生研究所再整備基本構想の庁議資料において候補地の提示があり 、こ の資

料が公表さ れた際、 地域と し ては突然感があるため、 地域説明は必要であると 考える。  

→( 健康福祉総務課長) 今後、相談さ せていただく 。各候補地の状況を 問われる可能性があるた

め、 説明は必要であると 考える。  

→( 市長公室長)「 今年度中に候補地が定まる見込みである」 と アセッ ト マネジメ ント 推進課長

が発言し ている部分について、 整備用地が決定し ているよう に捉えら れてし まう のでない

か。  

→( アセッ ト マネジメ ント 推進課長) 衛生研究所再整備基本構想の庁議資料において、令和７ 年

度に整地用地を 決定と 示さ れているため、 その内容を踏襲し 発言さ せていただいたも ので

ある。  

〇( 総務局長) 市体育館跡地と 本庁倉庫敷地の地域説明は、 中央地区を 対象と し たも のか。  

→( 衛生研究所長) そのと おり である。  

〇( 市長公室長) 旧相模原総合高等学校跡地の活用について、未利用資産活用・ 調整会議で検討

し ていると のこ と だが、 敷地全体の考え方を 今後どのよう にし ていく のか。  

→( アセッ ト マネジメ ン ト 推進課長) 引き 続き 、 未利用資産活用・ 調整会議で検討を 進めてい

く 。  

→( 市長公室長) 活用希望があっ たも のから 決定し ていく と いう こ と か。  

→( アセッ ト マネジメ ント 推進課長) 現時点ではそのと おり である。  

→( 市長公室長) 学校跡地の活用計画は、 どこ が策定し ていく のか。  

→( アセッ ト マネジメ ント 推進課長) 将来の公用・ 公共利用予定エリ アについては、地域と 対話

を重ねながら 、 未利用資産活用・ 調整会議の中で方向性をまと め、 当課で跡地活用方針を

作成し ていく 考えである。 また、 活用希望があっ た所属と 個別調整を 行いなが検討を 進め

ていく 。  

→( 市長公室長) 個別調整を 行いながら 、 設置場所を 決めていく と いう こ と か。  

→( アセッ ト マネジメ ント 推進課長) そのと おり である。  

→( 財政局長) 活用希望があっ たも のから 順次整備すると 、地域から 疑問を 持たれるのではない

か。 また、 地域の意見をどのよう に反映し ていく のか。 今後の整備にも 影響するも のだと

考える。衛生研究所再整備を 先行し て進めていく 中で、「 将来の公用・ 公共利用予定エリ ア」

については、 改めて地域説明を 実施し た方が良いと 考える。 また、 活用計画については、

誰かがどこ かで示さ なければなら ないも のと 考える。 そう し なければ、 地域の理解が得ら

れないのではないか。 公共施設等の建築年数や利用頻度などを 考慮し 、 一度整理が必要で

ある。 も し 、 衛生研究所再整備がこ の場所に決定し た場合でも 、 同様の話になり かねない

ため、「 将来の公用・ 公共利用予定エリ ア」 については、 こ のよう な方針で進めていく と い

う 青写真を 描く 必要がある。  

→( 市長公室長) 跡地活用方針は、 アセッ ト マネジメ ント 推進課で作成するのか。  

→( アセッ ト マネジメ ント 推進課長) そのと おり である。未利用資産活用・ 調整会議で検討を進

めながら 、 当課で作成する。  

→( 市長公室長) どのよう に作成し ていく のか。  

→( アセッ ト マネジメ ン ト 推進課) 活用希望があっ たも のの検討熟度が高まり 方向性を まと め

た後、 地域と 対話を重ね、 作成する考えである。  

→( 市長公室長) 今回の学校跡地の活用は、淵野辺周辺まちづく り の土地利用計画のイ メ ージと

同様であると 考える。 大規模な空間地が生じ 敷地内にどのよう な施設を導入し ていく のか

を議論し てき たも のと 一緒である。 今後、 用地を 取得する中で土地の利用計画を問われた

際に、 個別調整を 行いながら 整備を 進めていく と 説明するのか。  

→( アセッ ト マネジメ ント 推進課長) 県から の取得条件と し て、１ ０ 年間は公用・ 公共と し て使

用し なければなら ない中で、 最終的に売却すると いう 可能性も あるかも し れないが、 現時

点では暫定も 含め、 敷地全体を 活用すると は言い切れないため、 先ずは１ ０ 年間の方針を

示す必要があると 考える。  
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→( 市長公室長) 仮に、公共施設早期整備検討エリ アを 衛生研究所の整備用地と し て決定すると

し た場合に、 跡地全体の活用方針が今のままでは通ら ないと 考える。  

→( 財政部長) 将来の公用・ 公共活用予定エリ アの活用方針を 現時点で示すのは難し いと 考え

る。  

→( 市長公室長) いつ示すのか。  

→( 財政部長) 未利用資産活用・ 調整会議はそう し た議論を重ねるためにあるも のと 承知し てい

る。  

→( 市長公室長) 北部学校給食センタ ーに係る検討について会議に諮る度に、市長から は跡地全

体の活用について意見が出さ れ、 また、 未利用資産活用・ 調整会議で調整すると の説明が

続いていた。  

→( 財政局長) 土地はいつ頃の取得を予定し ているのか。  

→( 財政部長) 令和９ 年度以降に取得する予定である。  

→( 財政局長) まずは、それまでの間に道筋を 立てれば良いのではないか。現時点では市の需要

も 把握でき ておら ず、 地域と の対話も こ れから 予定さ れているため、 描き よう がないと 考

える。 ただし 、 将来の公用・ 公共利用予定エリ アを 手つかずのまま今までき ているのであ

れば、 目標座標を 定め、 担当する所属は別と し て、 例えば、 取得するまでに地域と 対話を

重ね、 市の需要も 調査し 、 こ のよう な活用計画を 策定し ますと いっ た方針を打ち出さ なけ

ればなら ないのではないかと 考える。  

→( アセッ ト マネジメ ント 推進課長) 現在のスケジュ ールは、土地取得前までに活用方針を策定

する予定であるが、 現時点で将来の公用・ 公共利用予定エリ アの明確なも のを 地域に示す

こ と はでき ない。  

→( 財政局長) 説明資料５ ページでは「 令和９ 年度以降」 と なっ ており 、 いつ示さ れるかが不透

明である。 土地取得前の策定を 考えているのであれば、 例えば、「 活用方針については、 地

域と の対話を重ね、 土地取得前に策定し ていく 」 など、 そのよう な内容を 説明資料に追記

し ても 良いと 考える。  

〇( 市長公室長) 学校給食センタ ーの整備が進めら れている中で、衛生研究所再整備の候補地の

１ つになっ たこ と について、 どのよう な議論を行っ てき たのか。  

→( 学校給食課長) 衛生研究所の現有地を 見ても 、学校の隣に設置さ れており 、給食室も 学校内

にある。 新たに整備さ れる衛生研究所は、 よ り 高度に安全管理がなさ れる 施設と 伺っ てい

るため、 隣接するこ と について、 学校給食センタ ー側と し て特段の意見はない。  

→( 市長公室長) 令和８ 年度の供用開始を 目指し 整備が進めら れている中で、衛生研究所再整備

の整備用地と なっ た場合、 学校給食センタ ーの進捗に影響がでないか懸念し ている。 学校

給食センタ ー自体の整備が止まるこ と は避けたい。 今年度に整備用地を決定し 発表するこ

と で、 地域から の反発や学校給食センタ ー自体も 反対だっ たと の意見も 出かねない。  

→( 学校給食課長) 学校給食センタ ーについては、開発手続き も 含めて自治会等へ説明を 行っ て

いる。 衛生研究所については、 地域と 対話を 重ねながら 、 意見を踏まえつつ決めていく と

伺っ ている。 今後の地域の反応次第かと 考える。  

→( 健康福祉総務課長) ７ 月以降に地域説明を 実施し たいと 考えている。その中で、地域の反応

を伺っ ていき たい。  

→( 市長公室長) 学校跡地以外の選択肢も あると いう こ と か。  

→( 健康福祉総務課) 地域の状況によっ ては考えら れる。  

〇( 総務局長) 将来の公用・ 公共利用予定エリ アについて、 既に地域から 意見は出ているのか。 

→( アセッ ト マネジメ ント 推進課長) 敷地全体に対し ての意見ではあるが、「 歩道を 設けてほし

い」「 こ ども センタ ーの駐車場を 増やし てほし い」 と 言っ た個別の意見は出ている。  

〇( シビッ ク プラ イ ド 担当部長) 将来の公用・ 公共利用予定エリ アについて、 未利用資産活用・

調整会議で検討し ていく と いう こ と であっ て、 新たに会議体を 設置する考えはないと いう

認識で良いか。  

→( アセッ ト マネジメ ント 推進課長) そのと おり である。  
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→( シビッ ク プラ イ ド 担当部長) 未利用資産活用・ 調整会議で検討し 、 庁議に諮っ ていく のか。

→（ アセッ ト マネジメ ント 推進課長）衛生研究所のよう に事業自体は所管課で進めていただき 、 

場所については、 未利用資産活用・ 調整会議で調整を 図っ ていく も のであると 考える。  

〇( 市長公室長) 今回の審議事項の意思決定が遅れた場合、 衛生研究所再整備に支障は生じ る

か。  

→( 衛生研究所長) ６ 月定例会議の部会で、衛生研究所再整備基本構想の策定について説明する

予定である。  

→( 市長公室長) どの資料を 用いた説明を 想定し ているのか。  

→( 健康福祉総務課長) 決定会議に諮っ た基本構想の資料を 基に説明する。  

→( 市長公室長) 今回の案件については、戦略会議へ諮り たいと 考えるが、衛生研究所の資料に

影響はないと いう 認識で良いか。  

→( 健康福祉総務課) あく までも 基本構想の策定に関するも のであり 、整備用地を 決定し ている

わけではないため、 影響はないと 考える。  

→( 市長公室長) 学校跡地の活用について、 今後の方向性や進め方を 戦略会議へ諮っ ていき た

い。 方向性の中の１ つと し て、 衛生研究所再整備の候補地であるこ と を 示し ていき たい。  

→( 財政課長) 案件名や審議事項を 変更し ても いいのか。  

→( 市長公室長) 案件名については、「 旧相模原総合高等学校跡地活用方針の策定について」 と

いっ た形にし ていただき 、 跡地活用方針の策定にあたっ てと いう 趣旨で、 広い意味での内

容に修正し ていただき たい。 また、 説明資料５ ページの表題も 合わせて修正し ていただき

たい。 なお、 活用希望があがっ ているのであれば、 参考資料と し て添付し ていただき たい。 

 

 

（２）結 果 

○原案を 一部修正し 、 上部会議に付議する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


